
第2号議案 定款の変更について 

 最新の情勢を踏まえ、以下のとおり定款の一部変更を行う。 

 

一般社団法人 廣東同郷会 定款  【新旧対照表】 ※下線部が変更部分 

旧（現行） 新（変更案） 備 考 

 

（権限） 

第13条 会員総会は、次の事項について決議する。 

 一 ～ 二  （省略） 

 三 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属

明細書の承認 

 四 ～ 八  （省略） 

 

 

（議事録） 

第19条  （省略） 

２  （省略） 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に 10

年間、その写しを従たる事務所に５年間備え置かなければなら

ない。 

４  （新設） 

 

 

 

 

（役員の設置） 

第20条 本会に、次の役員を置く。 

 

（権限） 

第13条 会員総会は、次の事項について決議する。 

 一 ～ 二  （現行どおり） 

 三 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認 

 

 四 ～ 八  （現行どおり） 

 

 

（議事録） 

第19条 （現行どおり） 

２ （現行どおり） 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、社員総会の日から、

主たる事務所に 10年間、その写しを従たる事務所に５年間備

え置かなければならない。 

４ 第 18条第４項に規定する委任状その他の代理権を証明する

書面は、社員総会の日から３箇月間、主たる事務所に備え置か

なければならない。 

 

 

（役員の設置） 

第20条 本会に、次の役員を置く。 

 

 

 

法律上の義務ではなかったた

め削除しておく。ただし実際に

は提示することになると思わ

れる。 

 

 

 

 

いつから備え置きをしなけれ

ばならないか記載していなか

ったため法律に基づき明確に

した。 

委任状等については法律上備

え置く期間が短くてよいため、

新たに項を立てて規定するこ

とにした。 

 

 

 



 一 理事 ８名以上15名以内 

 二 監事 ２名以上３名以内 

２ 理事のうち１名を会長とし、会長以外の理事のうち２名を副

会長とする。 

３  （省略） 

 

 

（議事録） 

第33条  （省略） 

２ 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印す

る。ただし、会長の変更を行う理事会については、一般

社団法人等登記規則第３条において準用する商業登記

規則第 61条第４項ただし書に該当する場合を除き、他

の出席した理事も記名押印する。 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所

に 10年間、その写しを従たる事務所に５年間備え置か

なければならない。 

 

 

 

  （新設） 

 

 

 一 理事 ８名以上15名以内 

 二 監事 ２名以上３名以内 

２ 理事のうち１名を会長とし、会長以外の理事のうち３名以内

を副会長とする。 

３  （現行どおり） 

 

 

（議事録） 

第33条  （現行どおり） 

２ 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印す

る。 

 

 

 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、理事会の日か

ら、主たる事務所に10年間、その写しを従たる事務所に

５年間備え置かなければならない。 

 

 

  附 則 

この定款は、令和4年〇月〇日から施行する。 

 

 

 

 

運営体制の変更に対応するた

め。 

 

 

 

 

 

 

法律の解釈上の問題で、変更登

記の際に必要がなかったこと

が最近わかったため。 

 

いつから備え置きをしなけれ

ばならないか記載していなか

ったため法律に基づき明確に

した。 

 

 

 

 

 

 


